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『
詞
源
』

犯
調
考

ー
ー
そ
の

「犯」

の
意
味
す
る
も
の
i
｜

明

木

茂

夫

は
じ
め
に

唐
宋
調
は
歌
辞
文
撃
で
あ
っ
て
、
嘗
時
は
歌
曲
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
そ
の
音
築
面
の
創
作
技
法
に

「
犯
調
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
「
轄
調
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
夏
承
烹
氏
は
『
菱
自
石
詞
編
年
筆
校
』

の
「
凄
涼
犯
」
の
〔
凡
曲
言
犯
者
〕
の
案
で
、
「
犯
」
を
説
明
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

『
犯
曲
』
如
今
西
柴
所
謂
『
轄
調
』
，
如
本
宮
調
篤
黄
鐘
均
宮
音
，
詮
無
大
呂
、
恭
賓
二
律
在
内
，
今
忽
奏
大
、
爽
、
仲
、
茶
、

夷
、
無
、
麿
七
律
，
則
韓
入
大
呂
均
宮
調
失
。
知
此
由
甲
轄
乙
，
又
由
乙
轄
回
甲
，
所
以
増
築
調
之
愛
化
。

ま
た
楊
蔭
潤
氏
は
『
宋
菱
自
石
創
作
歌
曲
研
究
』
第
三
章
「
穿
譜
校
勘
」
十
六
「
凄
涼
犯
」
で
、

犯
調
系
轄
調
而
言
。
仙
呂
調
轄
隻
調
，
必
須
持
仙
呂
調
之
宮
音
昇
高
半
音
，
作
矯
隻
調
之
愛
宮
音
方
合
・
’
臨
時
昇
半
音
之
位
，
麿

在
下
工
音
上
。
但
轄
調
究
寛
従
何
慮
起
，
至
何
慮
矯
止
？
這
是
重
要
而
必
須
決
定
的
。
今
菱
自
石
之
譜
，
其
工
音
奥
下
工
音
，
在
記

湾
方
面
，
既
完
全
不
分
，
則
其
轄
調
所
在
，
譜
間
便
無
直
別
之
遮
象
可
尋
，
必
須
由
吾
人
自
行
決
定
。
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と
述
べ
て
お
ら
れ
、
ま
た
正
環
諒
氏
も
『
白
石
道
人
歌
曲
通
校
』
の
「
凄
涼
犯
」
の
「
宮
譜
考
訂
」
で
「
犯
調
即
韓
調
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
梅
原
郁
氏
の
『
夢
渓
筆
談
課
注
』
で
は
、
そ
の
第
二
四
候
（
通
算
五
三
二
候
）
の
「
故
有
祖
調
、
正
犯
、
偏
犯
、
傍
犯
」

20 

の
箇
所
の
注
で

祖
犯
は
原
調
、
本
来
の
調
。
正
犯
以
下
は
轄
調
の
種
類
。
首
時
の
音
楽
で
は
轄
調
を
犯
調
と
名
づ
け
て
い
る
。

と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
（
以
上
傍
黙
引
用
者
）

で
は
、
賓
際
の
梁
曲
、
特
に
詞
柴
の
創
作
・
演
奏
上
、
こ
の
韓
調
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
ま
た
い
か
な
る
効
果
を
生
じ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
犯
調
」
の
宋
代
に
於
け
る
最
も
重
要
な
資
料
は
、
南
宋
張
炎
の
『
詞
源
』
の
「
律
呂
四
犯
」
の
僚
、
そ
れ
に
そ
れ
が
引
く

と
こ
ろ
の
南
宋
菱
白
石
の
『
白
石
道
人
歌
曲
』
巻
六
「
凄
涼
犯
」
、
さ
ら
に
、
北
宋
沈
括
の
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
の
「
梁
律
」
の
候

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
何
れ
も
、
方
式
を
説
明
す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
賓
態
を
窺
う
に
足
る
例
誼
を
奉
げ
て
く
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

「
犯
調
」
の
賓
際
の
用
い
ら
れ
方
、
特
に
犯
調
に
よ
っ
て
曲
が
い
か
に
繁
化
す
る
の
か
、
は
た
し
て
「
犯
調
」
は
「
韓
調
」
と
同
義
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
一
度
別
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
『
詞
源
』
巻
上
「
律

日
四
犯
」
の
僚
を
中
心
に
、
そ
の
他
の
資
料
を
参
照
し
つ
つ
、
「
犯
調
」
と
い
う
詞
築
上
の
技
法
の
賓
状
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か

に
し
て
み
た
い
。

列
さ
れ
た
各
調
（
H
宮
調
）

『
調
源
』
巻
上
「
律
呂
四
犯
」
の
僚
に
は
、
ま
ず
「
｛
呂
犯
商
、
商
犯
羽
、
羽
犯
角
、
角
鯖
本
宮
」
と
い
う
「
四
犯
」
の
順
に
従
っ
て
配

の
表
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

宮

犯

商

商

犯

羽

羽

犯

角

角

蹄

本

宮



黄
鍾
宮

大
呂
宮

磨無
鍾射
商商

爽
鍾
羽

4
h
H牛
什
ん
川
「
可

q

’
R
J
0
3
 

磨無
鍾射
閏閏

太

族

宮

黄

鍾

商

仲

日

羽

黄

鍾

閏

爽

鍾

宮

大

呂

商

恭

賓

羽

大

呂

閏

姑

洗

宮

太

族

商

林

鍾

羽

太

族

問

仲

巴

宮

爽

鍾

商

夷

則

羽

爽

鍾

閏

恭

賓

宮

姑

洗

商

南

呂

羽

姑

洗

閏

林
鍾
宮

夷
則
宮

南
呂
宮

無
射
宮

仲
呂
商

無

射

羽

仲

呂

閏

恭

賓

商

麿

鍾

羽

恭

賓

閏

林
鍾
商

夷
則
商

黄
鍾
羽

大
呂
羽

太
族
羽

林
鍾
閏

夷
則
閏

磨

鍾

宮

南

呂

間

そ
の
後
に
、
お
そ
ら
く
は
張
炎
の
自
注
に
嘗
た
る
、
こ
の
犯
調
の
各
方
式
の
名
稿
の
説
明
が
績
く
。
即
ち
、

以
宮
犯
宮
矯
正
犯
，
以
宮
犯
商
篤
側
犯
，
以
宮
犯
羽
魚
偏
犯
，
以
宮
犯
角
矯
穿
犯
，
以
角
犯
宮
第
蹄
｛
呂
，
周
而
復
始
。

さ
ら
に
菱
自
石
の
犯
調
に
関
す
る
言
及
を
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
。

菱
自
石
云
・
・
凡
曲
言
犯
者
，
謂
以
宮
犯
商
、
商
犯
宮
之
類
，
如
道
調
宮
「
上
」
字
住
，
雄
主
調
亦
「
上
」
字
住
，
所
住
字
同
，
故
道

調
曲
中
犯
隻
調
，
或
隻
調
曲
中
犯
道
調
，
其
他
準
此
。
唐
人
集
書
云
，
「
犯
有
正
、
芳
、
偏
、
側
。
宮
犯
宮
矯
正
宮
，
犯
商
震
直
点
｛
呂
，

犯
角
魚
偏
宮
，
犯
羽
篤
側
宮
。
」
此
説
非
也
。
十
二
宮
所
住
之
字
各
不
同
，
不
容
相
犯
。
十
二
宮
特
可
以
犯
商
、
角
、
羽
耳
。

こ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
菱
自
石
の
原
文
は
、
『
白
石
道
人
歌
曲
』
巻
六
「
凄
涼
犯
」
の
自
序
に
あ
る
。
少
々
文
字
の
異
同
が
あ
る
の
で
、

南
呂
商

『
調
源
』
犯
調
考
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原
文
を
奉
、
げ
る
。
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：
：
：
凡
曲
言
犯
者
，
謂
以
宮
犯
商
、
商
犯
宮
之
類
，
如
道
調
宮
「
上
」
字
住
，
隻
調
亦
「
上
」
字
住
，
所
住
字
同
，
故
道
調
曲
中
犯

整
調
，
或
子
隻
調
曲
中
犯
道
調
，
其
他
準
此
。
唐
人
集
書
云
，
「
犯
有
正
、
芳
、
偏
、
側
・
ム
呂
犯
宮
矯
正
，
宮
犯
商
矯
芳
，
宮
犯
角

矯
偏
，
宮
犯
羽
潟
側

o」
此
説
非
也
。
十
二
宮
所
住
字
各
不
同
，
不
容
相
犯
・
’
十
二
宮
特
可
犯
商
、
角
、
羽
耳
o
d－－：

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
僚
の
内
容
を
検
討
す
る
手
順
と
し
て
、
こ
れ
に
釘
す
る
従
来
の
注
穫
を
参
照
し
て
み
た
い
。
巣
律
論
で
あ
る
巻
上

を
含
む
『
詞
源
』
の
注
稽
は
、
ー
清
の
鄭
文
悼
撰
『
詞
源
斜
律
』
、

2
近
人
察
槙
撰
『
詞
源
疏
詮
』
、
そ
し
て

3
鄭
孟
津
・
呉
平
山
著

『
詞
源
解
築
』
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
、
『
詞
源
桝
律
」
（
以
下
『
斜
律
』
と
言
、
つ
）
巻
二
「
津
呂
四
犯
」
で
は
こ
の
部
分
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
案
語
を
加
え
て
い
る
。

案
此
言
犯
調
之
義
甚
詳
。
白
石
所
語
道
調
襲
調
雨
曲
可
相
犯
者
，
健
五
調
篤
爽
鍾
之
商
，
道
調
矯
中
呂
之
宮
，
爽
鍾
用
一
、
上
、
尺
、

工
、
下
凡
、
合
、
四
、
六
、
五
、
一
五
，
中
呂
用
上
、
尺
、
工
、
凡
、
合
、
四
、
一
、
六
、
五
，
而
皆
住
聾
於
上
字
，
所
不
同
者
惟

凡
輿
下
凡
耳
，
故
可
相
犯
。
（
：
：
：
A
）

夢
渓
筆
談
謂
，
「
毎
律
名
用
各
別
，
外
則
矯
犯
」
。
其
所
記
諸
調
用
聾
，
可
云
敗
備
。
今
撃
者
但
依
前
譜
所
注
十
二
宮
，
毎
宮
中

所
用
之
字
譜
凡
黄
大
太
爽
四
律
加
清
整
，
線
市
計
之
即
興
沈
説
相
合
。
明
其
住
字
審
其
用
聾
市
諸
宮
調
之
可
犯
不
可
犯
者
，
亦
瞭
如

指
掌
失
。
（
：
：
：
B
）

前
半
部
A
に
関
し
て
は
、
清
の
張
文
虎
撰
『
箭
妻
室
絵
筆
』
（
『
彊
村
叢
書
』
本
『
白
石
道
人
歌
曲
』
付
刻
）
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
案
語

が
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
奉
げ
て
お
く
。
恐
ら
く
は
鄭
文
悼
が
張
文
虎
の
説
明
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

案
・
・
所
謂
道
調
曲
中
犯
隻
調
或
於
隻
調
曲
中
犯
道
調
者
，
隻
調
是
爽
鍾
之
商
，
道
調
是
仲
呂
之
宮
，
爽
鍾
用
一
、
上
、
尺
、
工
、
下

凡
、
合
、
四
、
六
、
五
、
一
五
，
仲
呂
用
上
、
尺
、
工
、
凡
、
合
、
四
、
一
、
六
、
五
，
而
皆
住
聾
於
上
字
，
所
不
同
者
惟
凡
輿
下

凡
耳
，
故
可
相
犯
。



こ
こ
で
は
菱
自
石
が
例
に
奉
げ
る
「
道
調
」
と
「
隻
調
」
の
二
つ
の
調
の
音
程
関
係
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
鄭
文
悼
も
張
文
虎

も
明
ら
か
に
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
「
隻
調
」
と
い
う
調
は
律
呂
で
は
「
爽
鍾
商
」
（
爽
鍾
に
宮
を
置
く
商
調
、
即
ち
「
宮
」
音
は
「
下
一
」

で
あ
る
か
ら
「
こ
の
音
程
は
用
い
ら
れ
ず
、
正
し
く
は
「
下
こ
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
修
正
し
た
上
で
、
こ

（
爽
鍾
商
）
と
「
道
調
」
（
仙
口
口
宮
）
の
音
程
を
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

に
置
か
れ
る
）

こ
で
例
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
「
隻
調
」

爽
鍾
之
商
・
・
・
・
・
・
五

仲
呂
之
宮
・
・
・
・
・
・
五

...L.. ...L.. 

ノ、、一一一一一 ノ＼

下
凡

凡

工一一工

尺一一一尺

上一一上

下

四一一四

三』ム、
口口

住
聾

よ
っ
て
こ
こ
で
は
「
所
不
同
者
」
（
音
程
の
ず
れ
る
箇
所
）
は
「
凡
」
と
「
下
九
」
の
み
で
は
な
く
、
「
凡
」
と
「
下
凡
」
及
び
「
ご
と

「
下
こ
の
二
箇
所
、
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
。

を
は

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
注
轄
の
要
貼
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
音
階
は
住
整
、
即
ち
音
階
の
「
住
る
」
所
の
第
一
音
を
同
じ
く

す
る
場
合
に
の
み
、
互
い
に
犯
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
隻
調
」
（
爽
鍾
商
）
と
「
道
調
」
（
仲

の
例
で
考
え
る
な
ら
ば
、
前
者
は
「
爽
鍾
に
宮
を
置
く
均
の
宮
調
」
と
い
う
手
順
で
住
撃
は
「
仲
呂
」
、
後
者
は
「
仲
呂
に
宮
を

呂
宮

置
く
均
の
宮
調
」
と
い
う
手
順
で
住
撃
は
「
仲
呂
」
、
と
な
り
そ
れ
ぞ
れ
の
住
撃
は
「
仲
呂
」
（
工
尺
譜
で
は
「
上
」
音
）

で
一
致
す
る
。

よ
っ
て
「
隻
調
」
と
「
道
調
」
は
互
い
に
犯
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

後
半
B
で
引
く
『
夢
渓
筆
談
』
の
出
典
は
、
『
夢
渓
補
筆
談
』
巻
一
の
第
二
三
傑
（
通
算
五
一
三
候
）

で
、
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
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る

24 

ア

十
二
律
，
毎
律
名
用
各
別
。
正
宮
大
石
調
、
般
渉
調
七
聾
，
宮
、
羽
、
商
、
角
、
徴
、
愛
宮
、
愛
徴
也
。

今
燕
築
二
十
八
調
，
用
聾
各
別
。
正
宮
、
大
石
調
、
般
渉
調
皆
用
九
撃
，
高
五
、
高
凡
、
高
工
、
尺
、
上
、
高
一
、
高
四
、
六
、
合
。

大
石
角
同
此
，
加
下
五
，
共
十
聾

0

・
：
（
中
略
）
：
・

黄
鍾
宮
、
越
調
、
黄
鍾
羽
皆
用
九
聾
，
高
五
、
下
凡
、
高
工
、
尺
、
上
、
高
一
、
高
四
、
六
、
合
。

越
角
加
高
凡
，
共
九
撃
。

ゥ
I
l
l
1
1
1
1
1
1・

外
則
矯
犯
。

燕
梁
七
宮
・
’
正
宮
、
高
宮
、
中
呂
宮
、
道
調
宮
、
南
呂
宮
、
仙
呂
宮
、
黄
鍾
宮
。

七
商
・
’
越
調
、
大
石
調
、
高
大
石
調
、
隻
調
、
小
石
調
、
歌
指
調
、
林
鍾
商
。

七
角
・
’
越
角
、
大
石
角
、
高
大
石
角
、
隻
角
、
小
石
角
、
歌
指
角
、
林
鍾
商
。

七
羽
・
’
中
呂
調
、
南
呂
調
、
仙
日
調
、
黄
鍾
羽
、
般
渉
調
、
高
般
渉
、
正
平
調
。

こ
こ
で
も
鄭
文
悼
は
引
き
間
違
い
を
し
て
い
る
。
『
斜
律
』
で
は
「
毎
律
名
用
各
別
、
外
則
矯
犯
」
と
引
く
が
、
『
補
筆
談
』
の
原
文
で
明

ら
か
な
と
お
り
、
傍
線
ウ
の
「
外
則
矯
犯
」
は
傍
線
イ
の
「
用
聾
格
別
」
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
傍
線
ア
の
「
毎
律
名
用
格
別
」
を
受

け
る
の
で
は
な
い
。
犯
調
は
一
般
的
に
燕
築
の
技
法
で
あ
る
し
、
そ
の
上
、
傍
線
ア
・
イ
を
含
む
こ
の
一
段
は
、
「
十
二
律
呂
で
は
各
調

は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
律
呂
を
（
主
音
に
）
用
い
る
（
が
、
各
調
の
音
階
に
は
同
じ
宮
商
角
徴
羽
の
七
音
を
用
い
る
）
。
し
か
し
燕
築
二
十
八

調
は
そ
れ
ぞ
れ
の
音
階
（
の
音
程
の
表
示
）
に
別
の
音
を
用
い
る
」
と
言
う
意
味
、
或
い
は
も
っ
と
は
っ
き
り
言
う
な
ら
ば
「
十
二
律
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
律
に
展
開
さ
れ
る
音
階
に
相
封
音
程
を
用
い
る
が
、
燕
築
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
音
階
を
絶
封
音
高
を
用
い
て
表
す
」
と
言
う
意

味
に
解
縛
さ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
傍
線
ウ
の
「
外
れ
る
と
犯
調
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
傍
線
イ
・
ウ
の
問
（
引
用
者
が
中
略
と
し
た

で
延
々
と
列
奉
さ
れ
て
い
る
音
階
の
音
程
を
受
け
て
、
「
こ
れ
に
外
れ
る
と
：
：
：
」
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な

部
分
も
含
む
）



い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
沈
括
が
「
予
め
定
ま
っ
た
音
階
に
外
れ
る
と
、
犯
調
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
て
、
こ
れ
が
「
韓
調
」
で
あ
る
と

は
述
べ
て
い
な
い
黙
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
『
斜
律
』
は
全
く
引
用
し
て
い
な
が
、
同
じ
『
補
筆
談
』
が
犯
調
に
言
及
し
て
い
る
重
要
な
箇
所
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
即
ち
『
補
筆
談
』
巻
一
第
二
四
候
（
通
算
五
三
二
候
）
に

十
二
律
井
清
宮
，
嘗
有
十
六
聾
，
今
之
燕
築
，
止
有
十
五
撃
，
蓋
今
集
高
於
古
楽
二
律
以
下
，
故
無
正
黄
鍾
整
。
今
燕
築
只
以
合

字
配
黄
鍾
，
下
回
字
配
大
呂
，
・
：
（
中
略
）
：
・
緊
五
字
配
爽
鍾
清
。
（
・
：
A
）

難
知
此
，
然
諸
調
殺
聾
，
亦
不
能
蓋
蹄
本
律
，
故
有
祖
調
、
正
犯
、
偏
犯
、
傍
犯
又
有
寄
殺
、
側
殺
、
遮
殺
、
順
殺
。
凡
此
之

類
，
皆
後
世
聾
律
潰
乱
，
各
務
新
奇
，
律
法
流
散
。
然
就
其
間
亦
自
有
倫
理
，
善
工
皆
能
言
之
，
此
不
備
紀
。
（
・
：
B
）

前
半
部
A
で
は
古
楽
の
十
二
律
と
燕
築
の
工
尺
譜
の
釘
磨
関
係
が
述
べ
ら
れ
、
後
半
部
B
で
は
、
「
犯
」
と
「
殺
」
の
由
来
が
述
べ
ら
れ

る
。
「
殺
聾
」
は
「
住
聾
」
と
同
じ
く
、
結
束
音
、
音
階
の
主
音
で
あ
る
。
本
来
あ
る
築
曲
の
最
後
の
一
音
は
「
殺
聾
」
で
終
わ
る
と
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
旋
律
の
表
現
上
必
ず
し
も
そ
の
調
の
主
音
で
終
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
そ
の
最
終
音
と
主
音
と
の
音

程
関
係
に
よ
っ
て
寄
殺
、
側
殺
、
遮
殺
、
順
殺
と
い
う
種
類
で
呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
傍
線
部
で
は
本
来
の
調
（
「
祖

調
」
）
に
謝
し
て
「
犯
調
」
（
正
犯
・
偏
犯
・
傍
犯
）
が
あ
り
、
ま
た
「
殺
撃
」
（
寄
殺
・
側
殺
・
遁
殺
・
順
殺
）
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う

に
、
「
犯
」
と
「
殺
」
が
並
列
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
今
こ
の
黙
に
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

次
に
2
、
察
槙
撰
『
詞
源
疏
詮
』

（
以
下
『
疏
詮
』
と
言
、
っ
）
巻
上
「
律
呂
四
犯
」
の
注
轄
を
見
て
み
よ
う
。
「
四
犯
」
の
表
と
張
炎

の
自
注
の
後
の
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

按
犯
整
始
於
唐
代
。
陳
陽
『
柴
書
』
云
，

犯
黄
鍾
｛
呂
，
芳
犯
越
調
，
偏
犯
中
呂
宮
，
側
犯
越
角
之
類
。

築
府
諸
曲
，
自
昔
不
用
犯
撃
。
唐
自
天
后
末
年
，
叙
気
入
海
脱
，
始
矯
犯
整
。
以
叙
気
宮
調
，
津
脱
角
調
，
以
臣
犯
君
也
。
明
皇

「
五
行
之
整
，
所
司
矯
正
，
所
散
矯
芳
，
所
斜
篤
偏
，
所
下
矯
側
。
如
正
宮
之
調
，
正
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時
，
楽
人
孫
慮
秀
善
吹
笛
，
好
作
犯
撃
。
亦
衛
聾
之
愛
也
」
。
観
此
，
可
知
犯
聾
最
初
之
意
義
，
及
其
所
由
始
失
。

そ
し
て
美
白
石
を
引
用
す
る
本
文
の
後
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
詞
塵
』
云
，
「
所
謂
犯
調
者
，
或
採
本
宮
諸
曲
合
成
新
調
，
而
整
不
相
犯
，
則
不
名
目
犯
。
知
曹
助
八
音
譜
之
類
是
也
。
或
採

各
宮
之
曲
合
成
一
調
，
而
宮
商
相
犯
，
別
名
之
日
犯
。
如
美
憂
凄
涼
犯
、
仇
遠
八
犯
、
玉
交
枝
之
類
是
也
。
然
十
二
宮
特
可
犯
商
角

羽
，
而
住
字
不
同
，
則
不
容
相
犯
也
」
。

又
云
，
「
犯
調
宮
商
難
犯
，
市
律
字
相
同
，
｛
貫
有
以
類
相
従
，
撃
麿
気
求
之
義
，
不
可
以
凌
犯
例
之
。
此
古
人
製
犯
調
之
精
意
也
」
。

『
斜
律
』
云
、
「
：
：
：
（
略
）
：
：
：
」

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
の
典
擦
を
確
認
す
る
。
ま
ず
『
幾
書
』
は
北
宋
の
陳
腸
の
『
築
書
』
巻
一
百
六
十
四
「
柴
圏
論
俗

部
歌
」
の
「
犯
調
」
の
僚
で
あ
る
。
但
し
『
疏
諮
』
の
引
く
「
五
行
之
整
i
側
犯
越
角
之
類
」
は
原
文
で
は
割
注
の
部
分
で
あ
り
、

「
築
府
諸
曲
i
亦
衛
聾
之
愛
也
」
が
「
犯
調
」
の
本
文
で
あ
る
。
ま
た
『
四
庫
全
書
』
本
『
梁
書
』
と
は
文
字
の
異
同
が
あ
る
の
で
、

『
四
庫
全
書
』
本
の
該
嘗
部
分
を
奉
げ
て
お
く
。

築
府
諸
曲
自
古
不
用
犯
撃
，
以
矯
不
順
也
。
唐
自
天
后
末
年
，
鋭
気
入
津
脱
，
始
篤
犯
聾
之
始
。
叙
気
宮
調
，
津
脱
角
調
，
以
臣

犯
君
，
故
有
犯
撃
。
明
皇
時
幾
人
孫
慮
秀
善
吹
笛
，
好
作
犯
撃
。
時
人
以
矯
新
意
市
効
之
。
因
有
犯
調
，
亦
鄭
聾
之
愛
。
．

（
注
）
五
行
之
撃
，
所
司
矯
正
，
所
散
震
安
，
所
斜
魚
偏
，
所
下
位
局
側
。
故
正
宮
之
調
，
正
犯
黄
鍾
宮
，
穿
犯
越
調
，
偏
犯
中
呂

｛
呂
，
側
犯
越
角
之
類
。

『
詞
塵
』
は
、
清
の
方
成
培
『
香
研
居
詞
塵
』
巻
五
「
｛
呂
調
護
揮
」
で
、
最
初
の
部
分
は

又
有
所
語
犯
調
者
，
或
採
本
宮
諸
曲
，
合
成
新
調
，
而
整
不
相
犯
，
則
不
名
目
犯
。
如
曹
財
人
音
譜
之
類
是
也
。
或
採
各
宮
之
曲
，

合
成
一
調
，
而
宮
、
商
相
犯
，
則
名
之
日
犯
。
如
美
憂
凄
涼
犯
、
仇
遠
八
犯
、
玉
交
枝
之
類
是
也
。
然
十
二
宮
特
可
犯
商
、
角
、
羽
，

而
住
字
不
同
，
則
不
容
相
犯
也
。
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或
採
他
人
雨
曲
合
成
一
調
，
而
宮
調
遂
異
，
如
白
石
暗
香
、
疎
影
雨
曲
，
本
仙
呂
宮
，
張
〔
月
採
暗
香
前
段
、
疎
影
後
段
，
合
成
暗

香
疎
影
一
調
，
遂
属
爽
鍾
鐘
｛
呂
，
非
復
仙
日
宮
失
。
此
又
一
類
也
。
此
燕
築
之
理
也
。

「
又
云
」
の
部
分
は
同
じ
巻
五
「
宮
調
護
揮
」
で

至
如
犯
調
，
｛
呂
商
難
犯
，
而
律
字
相
同
，
賓
有
以
類
相
従
，
整
麿
気
求
之
義
，
不
可
以
凌
犯
例
之
。
此
古
人
製
犯
調
之
精
意
也
。

讃
く
『
斜
律
』
は
1
で
既
に
見
た
部
分
で
あ
る
。
但
し
既
に
指
摘
し
た
鄭
文
悼
の
二
箇
所
の
誤
り
は
そ
の
ま
ま
襲
っ
て
お
り
こ
れ
に
何
の

言
及
も
な
く
、
し
か
も
工
尺
譜
の
「
一
五
」
は
半
角
の
活
字
を
用
い
て
一
つ
の
音
符
と
し
て
い
る
の
に
「
下
凡
」
は
二
字
分
と
し
て
い
る

な
ど
、
『
集
室
田
』
の
文
字
の
異
同
と
合
わ
せ
て
、
大
雑
把
な
引
用
の
し
か
た
が
気
に
な
る
。

但
し
「
犯
調
」
の
基
礎
的
資
料
と
し
て
『
築
書
』
を
引
く
貼
は
評
債
で
き
よ
う
。
『
柴
書
』
「
犯
調
」
の
本
文
は
、
そ
の
由
来
を
説
明
す

る
の
み
で
あ
る
が
、
注
の
部
分
で
は
「
犯
調
」
の
種
類
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
内
「
中
呂
宮
」
は
律
呂
名
「
爽
鍾
宮
」
で
あ
る
が
、
今

ひ
そ
か
に
案
ず
る
に
、
俵
に
こ
れ
が
「
中
呂
調
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
と
す
る
と
そ
の
律
呂
名
は
「
爽
鍾
羽
」
と
な
り
、
こ
の
「
犯
調
」
は

順
に
「
黄
鐘
宮
」
↓
「
無
射
商
」
↓
「
爽
鍾
羽
」
↓
「
無
射
閏
」
と
な
っ
て
『
詞
源
』
巻
上
「
律
呂
四
犯
」
の
表
の
第
一
列
、
黄
鐘
主
調

の
犯
調
の
配
列
に
み
ご
と
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
『
調
塵
』
は
「
犯
調
」
の
意
味
合
い
を
よ
り
具
耀
的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
あ
る
調
子
の
曲
と
別
の
調
子
の
曲

を
合
わ
せ
て
一
つ
の
曲
に
す
る
時
、
そ
の
音
程
を
互
い
に
犯
す
と
、
こ
れ
を
犯
調
と
言
う
。
音
程
が
互
い
に
犯
さ
な
い
な
ら
ば
、
犯
調
と

は
言
わ
な
い
。
但
し
、
そ
の
場
合
は
「
宮
」
か
ら
「
商
」
「
角
」
「
羽
」
相
互
の
間
で
、
さ
ら
に
住
撃
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
僚
件
の
も
と

で
の
み
、
犯
調
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
異
な
る
二
つ
の
曲
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
曲
に
し
て
、
し
か
も
そ
の
調
が
も
と
の

調
と
は
嬰
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
も
犯
調
の
一
つ
で
あ
る
。
「
仙
呂
宮
」
に
属
す
る
「
暗
香
」
と
「
疎
影
」
の
そ
れ
ぞ
れ
前
半
と
後
半
を
つ

な
い
だ
「
暗
香
疎
影
」
と
い
う
曲
の
調
が
「
爽
鍾
宮
」
と
な
っ
て
い
て
、
も
と
の
調
と
異
な
っ
て
い
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
」
。
さ
ら
に

「
又
云
」
の
箇
所
を
要
す
る
に
、
「
犯
調
と
い
う
の
は
、
宮
調
と
商
調
が
互
い
に
犯
し
て
も
、
そ
の
主
音
の
律
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
こ
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れ
は
他
の
調
に
も
通
じ
る
法
則
で
、
そ
こ
に
は
ち
ゃ
ん
と
呼
磨
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
無
法
則
に
他
の
調
を
犯
す
こ
と
と
は
違

う
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
も
や
は
り
主
音
を
同
じ
音
高
に
置
く
宮
・
商
・
角
・
羽
調
と
い
う
原
則
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
こ
で
は
、
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犯
調
は
異
な
る
調
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
調
に
す
る
、
或
い
は
異
な
る
曲
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
曲
に
す
る
こ
と
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
取
り
上
げ
る
の
は

3
、
鄭
孟
津
・
呉
平
山
著
「
詞
源
解
築
』

こ
の
注
緯
書
は
「
詞
源
』
巻
上
の
梁
律
論
の
み
を
封
象
と
し
、
前
の
二
者
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
精
綴
で
本
格
的
な
研
究
書
で
も
あ
る
。

例
え
ば
原
文
で
は
一
葉
ほ
ど
の
こ
の
「
律
呂
四
犯
」
に
本
書
は
賓
に
六
十
頁
を
割
い
て
い
れ
）
O

こ
こ
で
は
特
に
こ
の
菱
自
石
の
引
用
部
分

を
直
接
解
調
押
し
て
い
る
箇
所
を
見
て
み
た
い
。

（
以
下
『
解
築
』
と
言
う
）
で
あ
る
。

一
九
九
O
年
に
出
版
さ
れ
た

「
犯
有
正
芳
偏
側
，
宮
犯
宮
矯
正
宮
」
一
段
文
字
，
末
句
「
側
」
下
有
脱
落
「
宮
」
（
注
・
・
『
美
白
石
詞
編
年
筆
校
」
「
校
勘
表
」

載
凄
涼
犯
序
「
側
」
下
有
「
宮
」
的
，
僅
陸
鍾
輝
本
一
種
。
清
道
光
丙
申
烏
程
応
錯
補
刻
本
「
詞
源
』
訣
「
宮
」
字
，
『
燕
築
考
原
」

ァ

引
文
亦
訣
。
）
字
的
，
作
「
宮
犯
宮
矯
正
，
宮
犯
商
矯
穿
，
宮
犯
角
篤
偏
，
宮
犯
羽
矯
側
」
断
句
，
和
下
文
「
十
二
宮
特
可
犯
商
角

羽
」
文
意
雷
同
，
使
白
石
指
責
上
一
段
話
潟
「
此
説
非
也
」
失
去
根
様
。
骨
回
以
起
善
粛
原
（
元
の
誤
り
か
）
抄
本
矯
準
矯
妥
。
葦
元

本
作
「
｛
呂
犯
宮
矯
正
宮
，
犯
商
鴬
穿
｛
呂
，
犯
角
矯
偏
｛
呂
，
犯
羽
矯
側
宮
」
，
乃
指
移
宮
説
的
，
故
云
「
十
二
宮
所
住
字
不
同
，
不
容

相
犯
。
」
「
十
二
宮
特
可
犯
商
角
羽
」
，
則
指
犯
調
而
言
，
如
黄
鍾
「
ム
」
字
矯
宮
、
篤
商
、
矯
角
、
震
羽
。
移
宮
用
異
字
，
犯
調
用

同
字
，
裁
然
不
問
。
前
者
則
『
築
書
要
録
』
的
「
旋
向
篤
宮
」
，
後
者
即
「
旋
向
矯
調
」
。
白
石
謂
十
二
宮
不
相
容
犯
，
蓋
特
重
犯
調

ー
ー
ー
以
「
犯
」
字
専
指
「
易
調
」
。
賓
則
調
縛
必
然
帯
来
宮
移
，
旋
宮
犯
調
本
是
一
個
有
機
結
合
的
整
龍
。
（
傍
線
引
用
者
）

こ
こ
で
の
考
讃
の
筋
道
を
追
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
ず
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
『
調
源
』
「
律
呂
四
犯
」
本
文
及
び
『
白
石
道
人
歌
曲
』

「
凄
涼
犯
」
自
序
の
、
「
唐
人
集
書
云
：
：
：
」
の
箇
所
の
「
犯
羽
矯
側
宮
」
の
「
宮
」
字
が
版
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
白
石
道
人
歌
曲
』
に
於
い
て
は
『
解
築
』
注
に
あ
る
よ
う
に
、
『
菱
自
石
詞
編
年
筆
校
』
（
前
掲
）
は
「
宮
」
字
が
有
る
の
は
『
陸
本
」

の
み
と
す
る
。
今
確
認
す
る
と
『
彊
村
叢
書
』
本
に
は
「
宮
」
字
は
無
い
。
ま
た
『
陸
本
』
の
流
れ
を
汲
む
版
本
で
は
『
四
印
粛
所
刻
調
』



本
や
「
四
部
叢
刊
』
本
で
は
確
か
に
「
宮
」
字
が
有
る
が
、
『
四
部
備
要
』
本
で
は
「
宮
」
字
が
無
い
。
『
調
源
』
に
於
い
て
は
、
管
見
の

及
ぶ
限
り
で
は
『
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
本
』
（
朗
嬬
薪
影
元
紗
本
）
及
び
『
宛
委
別
蔵
』
本
に
「
｛
呂
」
字
が
無
く
、
『
解
築
」
の
言
、
っ
『
起
善

『
詞
皐
叢
書
』
所
牧
）
を
含
む
他
の
諸
本
は
「
宮
」
字
が
有
る
。
つ
ま
り
同
じ
「
影
元
抄
本
」

と
あ
っ
て
も
『
静
嘉
堂
本
』
で
は
「
宮
」
字
が
無
く
『
詞
事
叢
書
本
』
で
は
「
宮
」
字
が
有
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
解
筆
」
の
注
に
は

「
清
道
光
丙
申
烏
程
沈
（
沼
の
誤
り
か
）
錯
補
刻
本
『
詞
源
』
鉄
「
宮
」
字
」
と
あ
る
が
、
し
か
し
今
こ
れ
を
『
沼
白
紡
所
刊
書
』
所
牧

粛
元
抄
本
』
（
享
帯
精
舎
刊
元
起
善
薪
本

本
で
確
認
す
る
と
「
宮
」
字
は
有
る
。

さ
て
、
『
解
築
』
に
よ
る
と
「
宮
」
字
が
無
い
場
合
と
有
る
場
合
の
句
讃
は
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
ア
・
イ
の
よ
う
に
な
る
。

ア
宮
犯
宮
矯
正
，
｛
呂
犯
商
震
直
刀
，
｛
呂
犯
角
矯
偏
，
宮
犯
羽
矯
側

イ
宮
犯
宮
矯
正
宮
，
犯
商
矯
穿
宮
，
犯
角
篤
偏
｛
呂
，
犯
羽
矯
側
宮

こ
こ
で
菱
自
石
の
主
張
す
る
犯
調
の
法
則
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
「
十
二
宮
の
住
る
所
の
字
各
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
相
犯
す
る
を
容
さ

ず
」
、
そ
し
て
「
十
二
宮
は
特
に
商
・
角
・
羽
を
犯
す
べ
き
の
み
」
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
ア
の
場
合
は
「
犯
調
」
と
し
て
は
正
し
い
の

で
、
菱
自
石
の
言
う
「
此
説
非
也
」
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
イ
の
場
合
は
、
「
正
宮
」
「
芳
宮
」
「
偏
宮
」
「
側
宮
」
と
い
う
「
移
宮
」
、
即

ち
「
宮
」
音
の
十
二
律
へ
の
配
置
方
法
の
種
類
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
犯
調
」
と
し
て
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「
犯
調
」
は
主
音
（
住
撃
）
の
音
程
を
固
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
宮
」
の
位
置
を
移
動
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
イ
が
犯
調
と
し
て
誤
り
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
美
白
石
の
「
此
説
非
也
」
に
合
致
す
る
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
こ

で
は
イ
の
方
が
文
意
に
合
う
。
『
解
築
』
は
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
「
移
宮
」
（
或
い
は
「
旋
宮
」
）
と
「
犯
調
」
で
は
具
鰹
的
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
園
音
楽
の
調

（
宮
調
）
は
絶
釘
音
程
を
表
す
「
十
二
律
」
に
相
釘
音
程
を
表
す
「
五
撃
」
（
「
七
撃
」
）
を
配
置
し
て
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
、

「
移
宮
」
は
文
字
ど
お
り
五
撃
の
第
一
音
「
宮
」
を
、
十
二
律
の
そ
れ
ぞ
れ
の
律
呂
に
順
次
嘗
て
は
め
て
い
く
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
封
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し
て
「
犯
調
」
の
方
式
は
、
十
二
律
の
あ
る
律
に
、
「
五
聾
」
（
「
七
整
」
）
を
順
次
嘗
て
は
め
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
前
者
は
、
大
小
二
つ

の
同
心
園
上
の
内
側
の
固
に
「
五
整
」
を
、
外
側
の
園
に
「
十
二
律
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
時
計
方
向
に
配
置
し
、
内
側
の
園
を
右
に
回
輔
押
さ

せ
る
こ
と
で
順
次
組
み
合
わ
せ
を
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
旋
宮
」
と
も
呼
ば
れ
泌
o

こ
れ
に
封
し
て
後
者
は
主
音
の
童
両
を
固
定
し
た
上

で
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
各
調
を
そ
れ
ぞ
れ
展
開
す
る
の
で
「
易
調
」
と
も
呼
ば
れ
泌
o

30 

そ
の
「
旋
宮
」
と
「
易
調
」
に
よ
る
音
程
配
置
の
違
い
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
「
宮
」
音
と
「
合
」
音
を
軸
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ

展
開
し
て
み
た
の
が
、
左
の
園
で
あ
る
。

移
呂

（H
旋
宮
H
旋
向
矯
宮
）
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易
調

（
リ
旋
向
震
調
H
犯
調
）
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右
の
「
移
宮
」
の
場
合
は
、
五
撃
の
「
宮
」
音
が
順
に
工
尺
譜
の
「
合
」
「
下
四
」
「
四
」
：
：
：
に
移
動
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
他
の
音
が

上
に
平
行
移
動
し
て
い
く
事
に
な
る
。
左
の
「
易
調
」
の
場
合
は
工
尺
譜
の
「
合
」
音
に
五
撃
の
「
宮
」
「
商
」
「
角
」
：
：
：
を
順
次
嘗
て

は
め
、
そ
れ
に
伴
っ
て
他
の
音
が
そ
の
上
に
展
開
す
る
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
移
宮
」
は
「
宮
」
を
ど
の
音
高
に
嘗
て
る
か
、
「
易
調
」

は
「
合
」
に
ど
の
音
を
置
く
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
調
を
決
定
す
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
解
築
』
は
「
犯
調
」
を
こ
の
「
易
調
」
の
樫

系
に
よ
る
韓
調
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
『
斜
律
』
『
疏
詮
』
『
解
筆
』
と
い
う
三
つ
の
注
稗
書
、
及
び
そ
の
引
く
と
こ
ろ
の
資
料
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
を
要

す
る
に
、
『
詞
源
』
「
律
呂
四
犯
」
は
犯
調
の
方
式
を
「
宮
・
商
・
羽
・
角
調
」
相
互
間
の
「
正
・
側
・
偏
・
穿
」
犯
と
し
、
そ
の
候
件
を

の
音
高
を
同
じ
く
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
資
料
も
基
本
的
に
は
こ
の
方
式
と
篠
件
の
み
を
詳
説
す

「
住
聾
（
主
音
）

る
こ
と
か
ら
出
て
い
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
生
じ
る
素
朴
な
疑
問
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
築
曲
の
轄
調
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
候
件
を
課
す
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。
「
律
呂
四
犯
」
の
後
半
の
自
注
と
本
文
は
「
犯
調
」
の
方
式
と
候
件
を
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
の
賓
際
の
用
法
に
は
鰯
れ

な
い
。
と
す
る
と
前
半
の
四
犯
の
表
は
、
｛
貫
際
の
犯
調
の
｛
貫
能
い
か
ら
騎
納
的
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
表
に
従
っ
て
犯
調

を
賓
際
の
柴
曲
の
創
作
・
演
奏
に
運
用
す
る
た
め
の
規
範
的
役
割
を
果
た
す
も
の
な
の
か
を
、
今
一
度
考
え
直
す
必
要
が
出
て
く
る
。
さ

32 

ら
に
そ
の
た
め
に
は
、
犯
調
の
楽
曲
に
於
け
る
賓
例
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
調
の
賓
態
を
検
討
す
る
た
め
に
我
々
が
依
擦
す
べ
き
資
料
は
、
現
代
に
惇
わ
る
唯
一
の
宋
調
の
音
譜
資
料
で
あ
る
『
白
石
道
人
歌
曲
』

を
措
い
て
他
に
無
い
。
そ
の
内
旋
律
に
賓
際
に
犯
調
を
用
い
て
い
る
の
は
、
す
で
に
小
論
中
で
自
序
を
取
り
上
げ
た
「
凄
涼
犯
」
で
あ
る
。

本
章
で
は
こ
の
「
凄
涼
犯
」
の
犯
調
の
賓
態
を
検
討
し
、
そ
の
音
階
上
・
旋
律
上
で
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
分
析
の
手
順
と
し
て
、
「
凄
涼
犯
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
音
符
を
抽
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
「
白
石
道
人
歌
曲
』
の
音
符
の
シ

ス
テ
ム
は
、
音
高
を
表
す
音
符
に
、
必
要
に
麿
じ
て
装
飾
音
・
延
長
音
を
示
す
音
符
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
音
高
を
示

す
音
符
で
「
凄
涼
犯
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

ヨ玉

五

＿［＿・ノ、、

凡

工

尺

上

四

合

次
に
「
凄
涼
犯
」
の
調
に
つ
い
て
。
『
彊
村
叢
書
』
本
に
は
調
名
の
表
示
が
な
く
、
前
掲
『
菱
自
石
詞
編
年
筆
校
』
『
白
石
道
人
歌
曲
通

考
』
等
に
よ
る
と
、
『
陸
本
』
の
み
「
仙
白
調
犯
商
調
」
の
調
名
あ
り
。
今
こ
れ
を
『
四
印
粛
所
刻
詞
』
本
『
四
部
備
要
』
本
『
四
部
叢

刊
』
本
に
見
る
と
、
同
様
に
「
仙
呂
調
犯
商
調
」
に
作
り
、
ま
た
『
花
巷
詞
選
』
積
集
巻
六
（
『
中
興
以
来
絶
妙
詞
選
」
巻
六
）
所
牧



「
凄
涼
犯
」
も
「
仙
呂
調
犯
商
調
」
に
作
る
。

こ
の
「
仙
呂
調
犯
商
調
」
は
疑
問
で
あ
る
。
「
仙
目
調
」
は
律
呂
名
「
夷
則
羽
」
、
「
商
調
」
は
「
夷
則
商
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
撃
は
「
仲

呂
」
（
「
上
」
）
と
「
無
射
」
（
「
下
凡
」
）
。
す
る
と
主
音
の
音
高
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
「
住
整
」
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
犯
調
の
原
則
に

違
反
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
封
し
て
前
掲
『
宋
美
白
石
創
作
歌
曲
研
究
』
、
『
白
石
道
人
歌
曲
通
考
」
で
は
こ
れ
は
「
仙
呂
調
犯
隻
調
」
の

誤
り
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
根
擦
と
し
て
雨
書
は
、
『
夢
帰
国
調
集
』
所
牧
の
呉
文
英
の
「
凄
涼
犯
」
が
「
仙
呂
調
犯
隻
調
」
に
作
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
の
場
合
「
住
整
」
は
「
仲
日
」
（
「
上
」
）
で
一
致
す
る
こ
と
、
ま
た
琴
曲
の
「
凄
涼
」
が
「
羽
調
」
で
、
白
石
の
「
凄
涼
犯
」

の
「
結
音
」
（
最
終
音
）
が
「
上
」
で
あ
り
、
「
上
」
が
結
音
で
あ
る
「
羽
調
」
は
「
仙
呂
調
」
し
か
な
い
こ
と
、
等
を
奉
げ
て
お
ら
れ
泌
o

こ
れ
に
加
え
て
筆
者
は
、
「
凄
涼
犯
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
音
符
に
「
勾
」
音
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
「
仙
呂
調
」
「
隻
調
」
の
音

程
配
置
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
か
ら
も
こ
れ
に
同
意
す
る
。

で
は
い
よ
い
よ
こ
の
「
仙
呂
調
」
と
「
隻
調
」
の
音
程
配
置
を
検
討
す
る
。
こ
れ
を
園
示
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

仙
日
調
（
夷
則
羽
）

ヨ三一一一一ーヨ三

五一一五

-1- -1...... 

/, /, 

r 一一一一一 ← F 
.FL .FL 

下
工

工

尺一一一尺

上一一一上

r 一一一一一 r 

四一一一四

A A 
口口

隻
調
（
爽
鍾
商
）

共
用

圏
中
「
共
用
」
と
し
た
の
は
、
菱
自
石
の
音
符
の
表
記
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
も
の
で
、
菱
自
石
の
記
競
化
さ
れ
た
穿
譜
は
す
べ
て
の
音
高

に
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
に
麿
じ
て
別
の
音
符
で
代
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
黙
に
起
因
す
る
。
具
櫨
的
に
は
、

「
下
四
、
下
一
、
下
工
、
下
凡
、
下
五
」
に
は
音
符
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
調
の
音
階
に
こ
の
音
程
が
必
要
な
場
合
は
、
「
四
、
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五
」
の
音
符
で
以
て
そ
れ
ぞ
れ
表
記
の
上
で
代
用
で
き
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
「
仙
呂
調
」
「
隻
調
」
何
れ
か
一
方
の
軍
一
の
調
の
場
合
、
「
工
」
と
「
下
工
」
の
ど
ち
ら
か
が
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
も

し
「
仙
呂
調
」
か
ら
「
隻
調
」
に
一
曲
中
で
韓
ず
る
場
合
は
「
工
」
と
「
下
工
」
の
ど
ち
ら
も
が
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

工

凡
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即
ち
、
「
仙
日
調
犯
隻
調
」
の
場
合
「
工
」
と
「
下
工
」
は
一
曲
内
で
共
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
音
程
が
共
用
さ

れ
る
の
は
、
固
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
工
」
と
「
下
工
」
の
一
箇
所
の
み
。
他
の
音
程
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

考
え
る
に
、
第
一
章
で
見
た
犯
調
の
・
「
住
撃
を
同
じ
く
す
る
」
と
い
う
原
則
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、

「
移
宮
」
で
一
律
上
に
平
行
移
動
し
た
場
合
は
、
隻
方
の
ほ
と
ん
ど
の
音
程
が
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
同
一
の
住
撃
を

軸
に
「
易
調
」
で
展
開
し
た
場
合
は
、
音
程
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
同
一
住
聾
の
僚
件
で

行
わ
れ
る
犯
調
は
、
楽
曲
中
で
の
賓
際
の
意
義
か
ら
す
る
と
、
あ
る
調
か
ら
別
の
調
へ
轄
ず
る
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
あ
る
楽
曲
中

に
そ
の
本
来
の
調
の
音
程
に
含
ま
れ
な
い
音
が
使
用
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
表
記
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
俵
説
を
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
モ
デ
ル
賓
験
に
よ
り
考
察
し
て
み
た
い
。
左
に
列
奉
し
た
の
は
、
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
五
つ
の
調
同
士
の
す
べ
て

の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
そ
の
音
程
配
置
の
関
係
を
園
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

｛
日
調

一
商
調

／／愛宮
宮／
鰐一一羽

羽一一徴
f 愛徴

徴／
鰍一一角

角一一商

商一一宮



｛
呂
調

一
角
調

一
宮
調

，
徴
調

羽宮
調調

一
商
調

A

角
調

一
商
調

一
徴
調

／費宮
商〆

，／／羽
宮／

襲宮一一一徴
／縁僻

羽ノ （山

／角
徴／
鰍一一商

角一一宮

襲被一一一愛宮

角一一一羽

商一一徴
／襲徴

呂／

愛宮一一角

羽一一商

徴一一宮

／要宮
徴／
襲徴一一一羽

角一一徴
f 愛徴

商／’

羽一一宮

ノ角
宮／
繁宮一一商

商一一一宮
y 襲宮

宮／
費宮一一一羽

羽一一徴
／費徴

徴ノ
襲被一一一角

角一一一商

費徴＼
＼宮

角一一一襲宮

商一一一羽

宮一一一徴
愛宮一一一襲被

羽一一一角

徴一一一商

『
調
源
』
犯
調
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羽商
調調

一
角
調

』
徴
調

羽角
調調

羽徴
調調

徴一一宮
繁徴一一一愛宮

角一一一羽

商一一徴
／／愛徴

宮／
要宮一一角

羽一一商

要徴＼
＼商

角＼！
＼冨

商一一一安宮

宮一一一羽
襲宮＼

＼徴
忠一一鰍

徴一一一角

徴一一商
襲徴＼

、宮
角一一一襲宮

商一一一羽

宮一一一徴
鮮一一一概

羽一一一角

／／襲償
徴／／

鰍一一角

角一一一商

商一一宮
／費宮

宮／
要宮一一一羽

羽一一徴
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例
え
ば
最
初
の
「
宮
調

l
商
調
」
間
で
は
「
宮
」
と
「
嬰
宮
」
、

「
徴
」
と
「
愛
徴
」
の
二
箇
所
で
音
程
が
ず
れ
る
他
は
一
致
し
て
い
る
。

以
下
も
同
様
で
あ
る
。
右
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、

宮
調
｜
徴
調
、
商
調
｜
徴
調
、
商
調
｜
羽
調
、
角
調
｜
羽
調
の
間
で
は
差
異
一
箇
所

宮
調
｜
商
調
、
商
調

l
角
調
、
徴
調
｜
羽
調
の
間
で
は
差
異
二
箇
所

宮
調

i
羽
調
、
角
調

l
徴
調
の
間
で
は
差
異
三
箇
所

宮
調
l
角
調
の
間
で
は
差
異
四
箇
所

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
燕
梁
（
詞
梁
）

で
は
徴
調
は
一
般
に
用
い
ら
れ
な
い
の
で
、
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
我
々
は
視
黙
を
、
調
と
調
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
音
程
の
ず
れ
る
場
所
そ
の
も
の
へ
と
、
轄
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
。
『
詞
源
』
『
白
石
道
人
歌
曲
』
そ
の
他
の
資
料
が
、
犯
調
に
「
同
一
住
聾
」
と
い
う
傑
件
を
課
し
て
い
る
の
は
、
こ
の

一
つ
或
い
は
複
数
の
本
来
の
音
階
に
は
な
い
音
程
を
表
示
す
る
、
と
い
う
機
能
が
犯
調
に
輿
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
曲
の
中
に
表
現
上
、
そ
の
音
階
に
は
も
と
も
と
含
ま
れ
て
い
な
い
音
程
、
例
え
ば
半
音
程
が
出
現
す
る
時
、
こ
れ
を
「
犯
調
」
と
し

て
他
の
調
を
犯
し
た
と
考
え
る
、
こ
れ
が
犯
調
の
一
つ
の
側
面
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
我
々
の
考
え
方
で
は
、
あ
る
曲
中
に
そ
の
調
に
本
来
含
ま
れ
て
い
な
い
音
程
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を
臨
時
記
競

（
即
ち
非
や

b
）
を
用
い
て
表
記
し
、
臨
時
音
と
し
て
扱
う
。

つ
ま
り
一
時
的
に
あ
る
音
程
を
半
音
上
げ
る
、
或
い
は
下
げ
る
こ
と
で
、

調
に
外
れ
る
音
程
を
表
記
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
臨
時
の
音
程
で
あ
っ
て
そ
の
一
小
節
の
み
有
効
で
、

一
曲
全
龍
に
及
ぶ
も

の
で
は
な
い
。

し
か
し
中
園
の
工
尺
譜
を
用
い
る
記
譜
法
で
は
、
こ
の
臨
時
記
競
の
概
念
が
無
い
た
め
、
例
え
ば
こ
こ
で
は
、
「
仙
呂
調
」
に
は
元
来

含
ま
れ
な
い
「
工
」
の
音
程
が
旋
律
の
表
現
上
用
い
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
が
「
仙
呂
調
」
か
ら
「
隻
調
」
の
音
程
に
は
み
出
し
た
、
す
な

わ
ち
「
犯
調
」
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
例
え
ば
「
ハ
長
調
」
の
音
階
に
「
フ
ア
非
」
や
「
シ

b
」
が
出
て
き
た
時
、
何
も
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そ
れ
を
「
ハ
長
調
」
か
ら
「
ト
長
調
」
に
、
或
い
は
「
ハ
長
調
」
か
ら
「
ヘ
長
調
」
に
、
音
程
が
は
み
出
し
た
と
は
考
え
な
い
。
も
し
こ

38 

れ
を
「
犯
調
」

の
方
式
で
無
理
矢
理
表
記
し
た
ら
「
ハ
長
調
犯
ト
長
調
」
と
い
う
妙
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
し
こ
の
よ
う
な

「
犯
調
」
が
、
嘗
時
の
詞
楽
に
於
け
る
賓
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
韓
調
」
の
概
念
に
等
し
い
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
く

る
。
こ
の

（
臨
時
音
と
し
て
の
）
「
犯
調
」
と
「
轄
調
」
は
、
も
と
の
音
階
に
な
い
音
程
を
用
い
る
貼
で
表
面
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、

し
か
し
根
本
的
に
他
の
調
に
轄
じ
て
音
調
を
轄
換
す
る
こ
と
と
、
部
分
的
に
臨
時
音
を
描
入
す
る
こ
と
で
は
、
そ
の
意
味
は
全
く
異
な
る
。

む
し
ろ
こ
の
「
犯
調
」
は
現
在
の
我
々
の
一
一
一
一
口
う
と
こ
ろ
の
「
臨
時
記
競
」
の
現
象
を
、
別
な
枠
組
み
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
さ
ら
に
、
筆
者
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
『
詞
源
』
巻
上
「
律
呂
四
犯
」
の
表
は
、
｛
貫
際
の
犯
調
か
ら
蹄
納
的
に
作
ら
れ
た

も
の
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
臨
時
音
を
犯
調
の
髄
系
で
慮
理
す
る
た
め
の
手
引
き
、
或
い
は
規
範
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
臨
時
音
を
曲
中
に
用
い
た
い
と
き
、
こ
の
表
の
枠
組
み
に
従
っ
て
庭
理
し
な
さ
い
、
と
い
う
作
詞
の
指
南
書
の

役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
犯
調
」
が
「
移
宮
」
等
を
用
い
自
由
に
「
某
某
調
犯
某
某
調
」
と
表
記
さ
れ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
具
龍
的
に
使
用
さ
れ
る
臨
時
音
を
一
見
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
表
の
よ
う
な
「
同
一

住
聾
」
の
枠
を
設
け
て
お
け
ば
自
動
的
に
使
用
さ
れ
る
臨
時
音
程
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
二
箇
所
以
上
音
程
が
ず
れ

る
調
の
間
で
も
、
そ
の
す
べ
て
が
使
用
さ
れ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、
あ
る
一
つ
の
臨
時
音
が
そ
の
犯
調
の
パ
タ
ー
ン
で
表
記
さ
れ
れ

ば
よ
し
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

結
吾五
回口

こ
の
よ
う
な
臨
時
記
競
に
嘗
る
「
犯
調
」
の
用
法
を
窺
わ
せ
る
資
料
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
南
宋
王
灼
の
『
碧
難
漫
志
』
巻
四
の
蘭



陵
王
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
越
調
「
蘭
陵
王
」
，
凡
三
段
二
十
四
拍
，
或
日
遺
聾
也
。
此
曲
聾
犯
正
宮
，
管
色
用
「
大
凡
」
字
、
「
大
こ
字
、
「
勾
」
字
，
故

亦
名
大
犯
。

こ
こ
で
は
「
大
犯
」
と
い
う
名
稿
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
蘭
陵
王
」
は
「
越
調
」
（
無
射
商
）
で
、
「
正
宮
」
（
黄
鍾
宮
）
を
犯
す
、

と
あ
り
、
「
大
凡
」
と
「
勾
」
は
犯
調
す
る
相
手
の
「
正
宮
」
の
音
程
、
「
大
ご
は
「
越
調
」
「
正
宮
」
に
共
通
の
音
程
で
あ
る
。
「
正
宮
」

を
犯
し
て
こ
れ
こ
れ
の
音
程
を
用
い
る
（
傍
線
部
）
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
筆
者
の
犯
調
の
解
耀
に
一
致
す
る
言
い
回
し
で
、
韓
調
を
窺

わ
せ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
第
一
章
で
す
で
に
鰯
れ
た
『
夢
渓
補
筆
談
」
巻
一
第
二
三
僚
を
思
い
起
こ
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
は

今
燕
築
二
十
八
調
，
用
撃
各
別
・
：
。
（
中
略
）
：
・
外
則
震
犯
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
中
略
の
部
分
で
燕
築
二
十
八
調
の
音
階
を
奉
げ
た
後
、
「
こ
れ
に
外
れ
る
と
犯
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
某
某
調

犯
某
某
調
」
の
方
式
に
該
嘗
す
る
奉
げ
方
は
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
と
に
か
く
予
め
定
ま
っ
た
音
程
に
外
れ
る
こ
と
が
ま
ず
「
犯
調
」

の
第
一
義
で
あ
っ
て
、
方
式
や
法
則
は
そ
の
付
随
僚
件
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
同
じ
『
夢
渓
補
筆

談
』
巻
一
第
二
四
僚
は

雄
知
此
，
然
諸
調
殺
聾
，
亦
不
能
蓋
臨
本
律
，
故
有
祖
調
、
正
犯
、
偏
犯
、
傍
犯
，
又
有
寄
殺
、
側
殺
、
側
殺
、
遮
殺
、
順
殺
。

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
犯
」
と
「
殺
」
が
詑
列
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
と
の
調
（
担
調
）
に
封
し
て
正
犯
・
偏
犯
・
穿
犯
が
あ

り
、
ま
た
寄
殺
・
側
殺
・
誠
一
殺
・
順
殺
が
あ
る
、
つ
ま
り
こ
れ
は
最
終
音
が
も
と
の
調
の
主
音
か
ら
外
れ
る
の
を
「

O
殺
」
と
言
う
、
そ

れ
に
釘
し
て
そ
の
他
途
中
の
音
程
が
も
と
の
調
の
音
程
か
ら
は
ず
れ
る
の
を
「

O
犯
」
と
言
う
、
と
、
こ
の
よ
う
に
解
懇
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
韓
調
と
言
う
よ
り
は
臨
時
音
と
し
て
他
調
に
は
み
出
す
、
と
い
う
用
法
に
合
致
す
る
と
言
え
る
。

宋
人
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
に
封
し
、
前
掲
の
清
の
方
成
培
『
香
研
居
詞
塵
』
巻
五
「
｛
呂
調
護
揮
」
で
は
、
犯
調
を
別
個
の
調
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を
結
合
す
る
こ
と
、
或
い
は
別
の
曲
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
曲
に
し
、
し
か
も
そ
の
調
が
愛
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
と
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
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こ
れ
が
異
の
犯
調
の
賓
態
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
筆
者
は
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
し
ん
ば
こ
の
よ
う
な
轄
調
的
犯
調
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
所
謂
臨
時
記
競
を
宮
調
の
構
造
で
表
記
し
た
、
臨
時
音
的
犯
調
と
は
別
物
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
調
の
詞
牌
名
と
、
そ
こ
に
注
さ
れ
た
調
名
に
も
、
注
目
す
べ
き
黙
が
あ
る
。
『
白
石
道
人
歌
曲
』
で
は
「
凄
涼
犯
」
以
外
に

も
幾
つ
か
詞
牌
名
に
「
犯
」
字
を
持
つ
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
内
「
玲
瀧
四
犯
」
の
注
に
は
「
此
曲
隻
調
。
世
別
有
大
石
調
一
曲
。
」
と

あ
る
。
「
犯
」
と
あ
っ
て
も
調
が
一
つ
し
か
記
さ
れ
て
な
く
、
「
某
某
調
犯
某
某
調
」
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
美
白
石
以
外
に
も
こ
う
し

た
例
は
多
く
、
こ
こ
で
は
呉
文
英
の
『
夢
帰
国
詞
集
』
か
ら
の
例
を
参
考
に
奉
げ
て
お
く
。

渡
江
雲
三
犯

中
呂
商

倒
犯

爽
鍾
商
俗
名
隻
調

花
犯

凄
涼
犯

中
日
商

仙
呂
調
犯
讐
調

尾
犯

黄
鍾
宮

こ
こ
で
も
「
凄
涼
犯
」
以
外
は
す
べ
て
、
調
名
が
一
つ
し
か
奉
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
考
え
る
に
、
こ
れ
が
も
し
轄
調
で
あ
っ
た
ら
、
も
と

の
調
と
轄
ず
る
相
手
の
調
と
、
二
つ
の
調
が
奉
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
屈
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
も
と
の
調
一
つ
を
奉
げ
る

の
み
で
十
分
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
調
が
主
で
、
そ
の
調
の
音
程
か
ら
臨
時
に
音
が
外
れ
る
こ
と
が
「
犯
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
相
手
の
調
を
臨
時
音
的
に
用
い
る
だ
け
で
、
決
し
て
轄
調
に
相
嘗
す
る
ほ
ど

の
轄
換
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
現
在
の
我
々
の
よ
う
に
臨
時
記
競
の
概
念
を
用
い
れ
ば
簡
明
に
表
記
で
き
る
、
こ
う
し
た
原
調
か
ら
外
れ
る
音
程
を
、
何
故

わ
ざ
わ
ざ
犯
調
と
い
う
龍
系
を
用
い
て
表
記
す
る
の
か
を
考
え
た
い
。
こ
れ
は
筆
者
は
や
は
り
「
穿
譜
」
と
い
う
中
園
音
楽
の
記
譜
法
と



の
関
わ
り
が
大
き
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
五
線
譜
で
は
ま
ず
旋
律
が
園
式
的
に
、
即
ち
音
符
を
繋
い
だ
曲
線
が
旋
律
線
に
似
通
う

よ
う
に
表
記
さ
れ
、
さ
ら
に
歌
の
歌
詞
は
そ
の
下
に
、
歌
わ
れ
る
位
置
に
封
臆
し
て
配
置
さ
れ
る
。
し
か
し
中
園
音
楽
で
は
一
貫
し
て

「
芳
譜
」
の
形
式
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
ず
歌
調
が
縦
書
き
で
書
か
れ
、
そ
し
て
そ
の
歌
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
歌
わ
れ
る
音
程

お
さ
zじ
ゃ
く
し

を
、
文
字
の
右
横
に
漢
字
或
い
は
記
競
で
書
き
入
れ
る
、
と
い
う
歌
詞
中
心
の
記
譜
法
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
音
程
は
、
音
符
の

一
つ
の
音
程
に
一
つ
の
漢
字
、
記
競
、
或
い
は
名
稽
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
の

位
置
関
係
に
よ
っ
て
音
程
を
示
す
西
洋
五
線
譜
と
違
っ
て
、

で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
臨
時
に
半
音
上
下
し
た
よ
う
な
場
合
、
非
や

b
の
よ
う
な
臨
時
記
競
で
庭
理
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
が
表
記
の
上

で
宮
調
と
い
う
音
階
の
組
み
合
わ
せ
の
構
造
に
ま
で
は
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
賓
際
の
犯
調
が
こ
う
し
た
意
味
で
用
い
ら

れ
た
の
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
も
や
は
り
記
譜
法
と
い
う
構
造
的
要
因
と
関
わ
り
が
深
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注
耀

（

l
）
中
園
古
典
丈
島
喜
寝
室
田
『
菱
自
石
詞
編
年
筆
校
」
夏
承
烹
築
校

『
宋
菱
自
石
創
作
歌
曲
研
究
」
楊
蔭
潤
・
陰
法
魯
合
著

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八

2 

人
民
音
楽
出
版
社

一
九
五
七

（

3
）
 

『
白
石
道
人
歌
曲
通
考
』
丘
環
諒
著

音
楽
出
版
社

一
九
五
九

右
の
二
書
は
「
白
石
道
人
歌
曲
』
の
音
譜
を
賓
際
に
旋
律
化
し
た
研
究
書
で
あ
る
。

（

4
）
東
洋
文
庫
3
4
4
・
3
6
2
・
4
0
3

平
凡
社

一
九
七
八
・
七
九
・
八
一

『
夢
渓
筆
談
1
1
3
』
梅
原
都
誇
注

（

5
）
こ
こ
で
の
文
字
は
清
の
秦
恩
復
輯
『
調
皐
叢
書
』
所
牧
本
に
撮
っ
た
。

（

6
）
こ
こ
で
の
文
字
は
朱
祖
謀
輯
『
彊
村
叢
書
」
所
牧
本
に
擦
っ
た
。

『
詞
源
斜
律
』
鄭
文
悼
撰

大
鶴
山
房
全
集
所
牧
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（

7
）
 

『
詞
源
』
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考



『
詞
源
疏
積
極
』
察
槙
撰

金
陵
大
皐
中
園
文
化
研
究
所

漸
江
古
籍
出
版
社

一
九
三
二
年

（
北
京
市
中
園
書
店

一
九
八
五
年
影
印
）
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『
詞
源
解
婆
』
鄭
孟
律
・
呉
平
山
著

一
九
九
O
年

（8
）
小
論
で
主
に
用
い
る
音
符
は
「
工
尺
譜
」
と
呼
ば
れ
、
主
と
し
て
中
園
俗
楽
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
そ
の

音
符
と
音
程
関
係
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

三三

五

r 
E王

－＇－・
ノ＼

凡

r 
Fし

工

下
工

尺

勾

上

r 

四

r 
rm 

広』
口

レ・－

ド・一

ン

｝フ

ソ

フ
ァ
ミ

レ

ド

（

9
）
 

「
爽
鍾
商
」
「
仲
呂
宮
」
の
よ
う
に
十
二
律
と
五
撃
の
組
合
せ
を
そ
の
ま
ま
調
名
と
す
る
律
呂
名
に
封
し
、
「
雄
瓦
調
」
「
道
調
」

（叩）

は
宮
調
の
俗
名
で
あ
る
。
雅
楽
で
は
専
ら
律
呂
名
を
、
燕
梁
で
は
専
ら
俗
名
を
用
い
る
。

「
住
聾
」
或
い
は
「
住
字
」
は
、
音
階
の
結
束
音
を
指
し
、
「
殺
聾
」
「
結
聾
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
あ
る
音
階
の
第
一
音
、
即
ち

現
代
の
我
々
の
言
う
所
の
「
主
音
」
に
嘗
た
る
。

（日）

オ
ク
タ
ー
ブ

「
均
」
は
十
二
律
の
あ
る
律
に
「
宮
」
を
配
置
し
て
成
立
す
る
1
オ
ク
タ
ー
ブ
の
音
列
を
言
う
。
そ
の
「
均
」
の
い
ず
れ
の
音

を
主
音
と
す
る
か
で
「
調
」
が
決
定
す
る
。

（
ロ
）
前
掲
『
宋
菱
自
石
創
作
歌
曲
研
究
』
の
第
二
章
「
穿
譜
稗
」
一
一
一
「
歴
来
封
於
字
譜
曾
作
考
種
之
諸
家
」
で
、
楊
蔭
潤
氏
は
『
斜

律
』
を
、
「
好
牽
強
附
曾
，
僻
多
武
断
，
最
不
足
取
」
と
し
て
退
け
て
お
ら
れ
る
。

（
日
）
後
半
部
B
の
梅
原
郁
氏
の
詩
文
（
前
掲
）
は
以
下
の
と
お
り
。

こ
の
よ
う
に
あ
て
で
あ
っ
て
も
（
工
尺
譜
は
十
二
律
に
そ
れ
ぞ
れ
封
鷹
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
明
木
注
）
、
各
調

の
殺
聾
は
、
全
部
が
全
部
も
と
の
十
五
の
高
さ
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
祖
調
、
正
犯
、
偏
犯
、

傍
犯
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
寄
殺
、
側
殺
、
逮
殺
、
順
殺
な
ど
が
あ
る
。
い
っ
た
い
こ
う
し
た
た
ぐ
い
の
も
の
は
、
す
べ
て



後
世
、
聾
律
が
く
ず
れ
乱
れ
、
各
人
が
新
奇
な
も
の
を
追
い
求
め
、
音
律
の
法
則
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
そ
れ
相
嘗
の
秩
序
、
保
理
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
繁
人
は
み
な
そ
れ
を
説
明
で
き

る
が
、
こ
こ
で
は
く
わ
し
く
は
記
さ
な
い
。

（凶）

『
疏
詮
』
で
は
「
以
篤
不
順
也
」
、
「
之
始
」
、
「
故
有
犯
聾
」
、
「
時
人
以
矯
新
意
而
効
之
」
の
文
字
が
無
く
、
「
叙
気
宮
調
」
の

上
に
「
以
」
字
を
置
き
、
「
自
古
」
を
「
自
昔
」
に
、
注
の
「
故
」
を
「
如
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
作
る
。
ま
た
「
鄭
聾
」
を
「
衛

聾
」
に
作
る
が
誤
り
か
。

（
日
）
但
し
そ
の
場
合
、
「
側
」
「
偏
」
「
芳
」
の
名
稿
は
『
詞
源
』
と
『
築
書
』
で
は
一
致
し
な
い
。

（
日
）
本
書
の
概
略
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
書
評
・
・
鄭
孟
津
・
呉
平
山
著
『
詞
源
解
築
』
」
（
九
州
大
撃
中
園
丈
島
ナ
曾
『
中
園
文
皐
論
集
』

第
二
十
一
競
一
九
九
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
げ
）
『
白
石
道
人
歌
曲
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
村
上
哲
見
氏
「
菱
自
石
詞
序
説
」
（
『
日
本
中
園
事
曾
報
』
第
四
十
三
集

九
二
を
参
照
し
た
。

『
沼
白
紡
所
刊
書
』
烏
程
沼
氏
刊
本

九

（

国

）

道

光

丙

申

（

一

八

三

六

）

烏

程

活

錯

附

記

（
印
）
そ
の
右
回
轄
の
意
味
は
、
今
「
宮
」
に
目
を
置
く
と
、
こ
れ
が
十
二
律
の
「
黄
鍾
」
「
大
呂
」
「
太
族
」
：
・
に
順
に
封
麿
し
て
い

く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
右
旋
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
「
旋
向
篤
宮
」
も
こ
れ
と
同
義
で
あ
り
、
ま
た
宮
調
名
の
所
謂
「
之

調
式
」
も
内
容
的
に
は
こ
れ
に
等
し
い
。

（
初
）
こ
れ
に
旋
宮
の
方
式
を
嘗
て
は
め
る
と
、
五
撃
の
園
を
左
回
轄
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
「
左
旋
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ

の
左
回
轄
の
意
味
は
、
今
「
黄
鍾
」
に
目
を
置
く
と
、
こ
れ
が
五
整
七
撃
の
「
宮
」
「
商
」
「
角
」
：
・
に
順
に
釘
磨
し
て
い
く
こ

（幻）

と
で
あ
る
。
「
旋
向
震
調
」
も
こ
れ
と
同
義
で
あ
り
、
ま
た
宮
調
名
の
所
謂
「
震
調
式
」
も
内
容
的
に
は
こ
れ
に
等
し
い
。

『
白
石
道
人
歌
曲
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
音
符
は
工
尺
譜
で
あ
る
が
、
そ
の
字
龍
は
我
々
の
見
慣
れ
た
「
合
、
四
、

一
、
上
、
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勾
、
尺
、
工
：
：
：
」
で
は
な
く
、
そ
の
草
書
鰻
を
さ
ら
に
記
競
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
音
程
の
封
鷹
に
つ
い
て
は
前
掲

44 

『
宋
菱
自
石
創
作
歌
曲
研
究
』
、
『
白
石
道
人
歌
曲
通
考
』
、
或
い
は
『
中
園
音
梁
詞
典
』
（
人
民
音
楽
出
版
社

一
九
八
四
）
、

村
上
哲
見
著
『
宋
詞
研
究
』
唐
五
代
北
宋
篇
附
論
三
（
六
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
『
詞
源
』
巻
上
「
十
二
律
呂
」
及
び

「
管
色
磨
指
譜
」
の
僚
に
見
え
る
音
符
も
基
本
的
に
こ
れ
に
一
致
す
る
。
但
し
小
論
で
は
繁
を
避
け
る
た
め
、
通
行
の
漢
字
に

よ
る
工
尺
譜
を
使
用
す
る
。

（
辺
）
雨
書
は
他
に
「
道
調
犯
隻
調
」
で
あ
る
可
能
性
も
奉
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
凄
涼
犯
」
自
序
で
白
石
が
犯
調
の
例
に
こ

の
調
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
但
し
雨
量
固
と
も
、
賓
際
の
音
譜
の
旋
律
化
に
際
し
て
は
こ
れ
を
採
用
し
て
い
な
い
。

（
お
）
そ
れ
ら
の
音
程
差
は
半
音
で
あ
り
、
通
常
一
つ
の
調
で
同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
代
用
し
て
も
混
乱
の
恐
れ
は

な
い
’
わ
け
で
あ
る
。
詳
し
く
は
前
掲
『
宋
美
白
石
創
作
歌
曲
研
究
』
、
『
白
石
道
人
歌
曲
通
考
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

μ）
 

（お）

「
管
色
」
は
音
程
を
笛
の
指
使
い
を
用
い
て
表
す
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
「
音
程
」
或
い
は
「
音
符
」
と
言
う
の
に
等
し
い
。

「
下
凡
」
に
封
し
て
「
大
凡
」
、
よ
っ
て
「
大
凡
」
は
「
凡
」
に
同
じ
。
以
下
同
様
。

（
お
）
詞
牌
名
に
散
見
す
る
「
四
犯
」
「
三
犯
」
等
の
数
字
を
伴
っ
た
も
の
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
議
論
の
絵
地
が
あ
る
。
こ

の
結
に
関
し
て
筆
者
は
別
稿
で
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
幻
）
穿
譜
の
構
造
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
詞
撃
に
於
け
る
記
譜
法
の
構
造
」
（
『
日
本
中
園
撃
曾
報
』
第
四
十
三
集

九

九
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。




